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村
山
秀
貴
（
小
金
井
民
主
党
）

　

�
環
境
悪
化
の
た
め
減
少
傾
向

に
あ
る
小
金
井
桜
を
守
る
た
め
、

今
年　

月
に
、
小
金
井
桜
が
植
え

１１

ら
れ
た
こ
と
で
東
北
有
数
の
桜
の

名
所
と
な
っ
た
岩
手
県
北
上
市
か

ら
小
金
井
市
に
小
金
井
桜
の
苗
木

が
送
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
�

苗
木
移
植
の
た
め
の
手
続
は
。
�

史
跡
玉
川
上
水
保
存
管
理
計
画
と

の
兼
ね
合
い
は
。
�
市
が
で
き
る

協
力
内
容
は
。

　

生
涯
学
習
部
長　

�
玉
川
上
水

堤
は
大
正　

年
に
国
の
名
勝
、
平

１３

成　

年
に
史
跡
の
指
定
を
受
け
て

１５
お
り
、
市
、
都
、
国
の
各
部
署
か

ら
複
雑
な
手
続
を
経
て
許
可
が
必

要
。
�
イ
ベ
ン
ト
会
場
の
提
供
や

Ｐ
Ｒ
等
。

　

企
画
財
政
部
長　

�
教
育
庁
は

「
小
金
井
桜
」

「
小
金
井
桜
」の
里
帰
り

の
里
帰
り

イ
ベ
ン
ト
計
画
に
つ
い
て

イ
ベ
ン
ト
計
画
に
つ
い
て

玉
川
上
水
整
備
活
用
計
画
策
定
委

員
会
で
の
許
可
が
必
要
と
し
て
い

る
。
第
１
回
委
員
会
が　

月
開
催

１１

予
定
な
の
で
イ
ベ
ン
ト
に
間
に
合

わ
な
い
可
能
性
が
あ
る
が
対
策
を

考
え
た
い
。

　

�
改
め
て
桜
を
小
金
井
市
の
貴

重
な
財
産
と
し
て
認
識
し
活
用
し

て
い
く
べ
き
。

　

企
画
財
政
部
長　

市
が
桜
憲
章

や
保
護
条
例
な
ど
を
定
め
る
こ
と

も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

■
そ
の
他
に
、
薬
物
乱
用
防
止
対

策
の
更
な
る
充
実
を
求
め
る
質
問

を
し
ま
し
た
。

武蔵小金井駅近くの駐輪場

和
田
茂
雄
（
公
明
党
）

　

�
玉
川
上
水
の
南
側
に
あ
る
上

水
桜
通
り
で
、
夜
間
暗
い
所
に
街

路
灯
（
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
）
設
置
を

要
望
し
た
い
。
梶
野
町
三
丁
目
の

市
境
か
ら
武
蔵
野
市
側
に
は
ラ
イ

ト
が
あ
っ
て
夜
間
歩
行
者
に
と
っ

て
問
題
な
い
が
、
小
金
井
市
側
は

真
っ
暗
だ
。
少
な
く
と
も
、
市
境

か
ら
梶
野
橋
ま
で
の
約　

メ
ー
ト

１２０

ル
の
間
に
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
付
け

る
べ
き
だ
。「
名
勝
小
金
井
桜
」の

エ
リ
ア
で
も
あ
り
、
関
係
機
関
、

と
り
わ
け
東
京
都
建
設
局
と
も
協

議
し
て
整
備
し
て
は
ど
う
か
。

　

都
市
整
備
部
長　

現
地
を
確
認

し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
付
け

ら
れ
る
か
検
証
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

�
市
内
の
廃
滅
水
路
は
、
平
成

　

年
に
地
方
分
権
一
括
法
で
国
か

１７

ら
小
金
井
市
に
所
有
権
が
移
っ
て

い
る
。
�
平
成
２
年
に
策
定
さ
れ

た
「
水
路
の
利
用
計
画
」
は
見
直

し
、
早
期
に
更
新
す
べ
き
だ
。
�

水
路
の
払
下
げ
要
望
に
対
す
る
市

の
対
応
の
現
状
を
問
う
。

　

都
市
整
備
部
長　

�
実
態
調
査

を
し
た
。
そ
の
上
で
見
直
し
た
も

の
が
近
く
出
来
上
が
っ
て
く
る
。

�
平
成　

年
度
は
払
下
げ
関
連
で

１９

歳
入
６
千
万
円
強
を
計
上
し
た
。

４
月
に
要
綱
を
定
め
用
途
廃
止
や

価
格
等
の
審
査
会
も
立
ち
上
げ
て

お
り
、
関
係
課
と
調
整
し
進
め
て

い
く
。

市
制

周
年
事
業
と
し
て

市
制　

周
年
事
業
と
し
て

５０５０

ラ
ジ
オ
体
操
全
国
放
送
を

ラ
ジ
オ
体
操
全
国
放
送
を

�
具
体
的
な
提
案
を
受
け
た
の
で

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

�
足
腰
が
弱
く
な
っ
た
方
へ
の

思
い
や
り
施
策
と
し
て
、
は
け
の

新
小
金
井
街
道
あ
た
り
に
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
を
設
置
し
な
い
か
。

　

都
市
整
備
部
長　

ト
ー
タ
ル
的

に
は
設
置
で
き
な
い
場
所
で
は
な

い
と
思
う
が
費
用
対
効
果
、
ま
ち

づ
く
り
、
駅
前
基
盤
整
備
、
都
市

計
画
道
路
の
整
備
に
全
力
投
球
し

て
い
る
の
で
、
確
か
に
必
要
性
は

感
じ
ら
れ
る
が
利
用
頻
度
等
を
判

断
し
た
中
で
将
来
的
に
は
あ
り
得

る
話
で
検
討
課
題
と
受
け
止
め
る
。

中
根
三
枝
（
自
由
民
主
）

　

�
市
制
施
行　

周
年
を
記
念
し

５０

本
市
を
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
体
操
を
招
致
し
、

明
る
い
話
題
を
電
波
を
通
し
て
発

信
す
る
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
だ
。

�
過
去
の
様
子
を
伺
い
た
い
。
�

全
国
ラ
ジ
オ
体
操
会
連
盟
へ
の
働

き
か
け
を
早
め
に
し
、
各
地
か
ら

の
招
致
要
請
が
あ
る
中
で
外
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
願
い
た
い
。

　

企
画
財
政
部
長　

�
１
回
目
が

平
成
元
年
８
月　

日
で
総
合
体
育

１５

館
落
成
記
念
、
体
育
協
会
創
立　
４０

周
年
、
市
制
施
行　

周
年
を
銘
打

３０

ち
小
金
井
公
園
で
８
千
人
参
加
、

平
成　

年
７
月　

日
は
市
制
施
行

１０

２６

　

周
年
記
念
行
事
と
し
て
や
は
り

４０小
金
井
公
園
で
５
千
人
を
超
え
る

参
加
者
を
集
め
た
実
績
が
あ
る
。

わ
せ
て
個
別
に
判
定
す
る
。

　

�
�
Ｊ
Ｒ
利
用
者
用
の
駐
輪
場

は
、
Ｊ
Ｒ
側
が
負
担
す
べ
き
と
い

う
立
場
に
変
わ
り
は
な
い
か
。
�

武
蔵
小
金
井
駅
南
口
の
坂
下
地
域

に
自
転
車
置
場
の
設
置
を
求
め
る

陳
情
書
を
趣
旨
採
択
以
降
、
ど
の

よ
う
な
取
組
を
し
て
い
る
か
。

　

都
市
整
備
部
長　

�
自
転
車
法

や
自
転
車
駐
輪
場
秩
序
に
関
す
る

条
例
に
基
づ
き
、
Ｊ
Ｒ
側
に
設
置

を
求
め
て
い
る
。
�
金
蔵
院
の
西

側
階
段
の
わ
き
や
、
ス
カ
イ
コ
ー

ポ
と
都
道　

号
線
に
並
行
し
て
い

１５

る
内
差
部
分
を
交
渉
し
て
い
る
。

板
倉
真
也
（
日
本
共
産
党
）

　

�
�
収
入
が
増
え
な
い
の
に
税

金
が
上
が
る
中
で
、
市
民
の
悲
鳴

を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
。
�

少
額
所
得
者
の
く
ら
し
を
守
る
た

め
に
、
住
民
税
を
免
除
す
る
仕
組

み
を
行
う
べ
き
。

　

市
長　

�
国
民
に
負
担
を
求
め

る
の
で
あ
れ
ば
、
負
担
能
力
に
応

じ
て
や
っ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
基
本
に

政
治
が
行
わ
れ
て
い
く
べ
き
。

　

税
務
担
当
部
長　

�
市
税
賦
課

徴
収
条
例
第　

条
で
減
免
の
規
定

３５

を
設
け
て
い
る
。
生
活
保
護
基
準

程
度
の
収
入
の
人
や
、　

歳
以
上

６５

の
非
課
税
者
か
ら
課
税
者
に
な
っ

た
住
民
で
、
生
活
が
著
し
く
困
難

と
な
っ
た
人
も
、
減
免
の
申
請
は

可
能
。
減
免
の
基
準
に
照
ら
し
合

住
民
負
担
増
か
ら
市
民
の

住
民
負
担
増
か
ら
市
民
の

命
と
健
康
を
守
る
施
策
を

命
と
健
康
を
守
る
施
策
を

玉川上水の桜

遠
藤
百
合
子
（
自
由
民
主
）

　

�
「
ご
み
非
常
事
態
宣
言
」
を

受
け
、
燃
や
す
ご
み
の
更
な
る
減

量
を
。
�
生
ご
み
処
理
機
申
請
者

の
利
便
性
を
図
る
た
め
、
実
費
支

払
い
で
済
む
制
度
を
考
え
な
い
か
。

�
生
ご
み
処
理
機
申
請
枠
の
拡
大

を
し
な
い
か
。
�
生
ご
み
排
出
事

業
者
へ
自
己
処
理
を
促
す
た
め
に

新
た
な
補
助
制
度
を
考
え
な
い
か
。

　

環
境
部
長　

�
変
更
す
る
予
定

は
な
い
。
�
一
定
の
措
置
を
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
�
各
市
の
状

況
を
見
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

　

�
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
制
度

を
確
立
し
て
い
く
た
め
に
。
�
公

益
通
報
者
保
護
法
が
平
成　

年
４

１８

月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
が
小
金

井
市
と
し
て
今
後
の
方
針
は
。
�

平
成　

年
１
月
よ
り
小
金
井
市
不

１７

当
行
為
等
対
策
要
綱
が
施
行
さ
れ

て
い
る
が
、
職
員
へ
の
周
知
と
対

策
作
り
に
向
け
て
市
の
対
応
を
問

う
。
�
小
金
井
市
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
条
例
を
検
討
し
な
い
か
。

　

総
務
部
長　

�
こ
の
法
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
自
治
体
の
範
囲
内

に
つ
い
て
は
、
市
と
し
て
も
担
当

を
総
務
部
総
務
課
に
窓
口
を
置
い

て
、
一
定
の
対
応
を
し
て
い
き
た

い
。
�
要
綱
集
と
対
応
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
職
員
に
配
布
し
て
い
る
。
部

長
会
等
で
一
定
の
対
応
を
す
る
よ

う
徹
底
し
て
い
る
。
�
他
市
の
実

態
を
見
つ
つ
考
え
て
い
き
た
い
。

森
戸
洋
子
（
日
本
共
産
党
）

　

�
中
央
線
の
高
架
化
に
伴
い
、

高
架
下
に
市
役
所
出
張
所
が
設
置

さ
れ
る
が
、
他
市
の
実
態
を
調
査

し
た
。
�
住
民
票
や
戸
籍
謄
本
の

発
行
だ
け
で
は
な
く
、
取
扱
い
業

務
を
広
げ
る
べ
き
だ
が
、
ど
う
か
。

�
開
庁
時
間
を
夜
間
、
土
・
日
な

ど
広
げ
な
い
か
。

　

企
画
財
政
部
長　

�
�
、
市
民

部
、
企
画
財
政
部
、
都
市
整
備
部

で
検
討
し
た
い
。
取
扱
い
業
務
や

開
庁
日
・
時
間
は
、
他
市
の
状
況

を
見
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

　

�
国
の
医
療
制
度
の
改
定
に
よ

り
、
来
年
４
月
か
ら
、
こ
れ
ま
で

の
基
本
健
診
事
業
か
ら
、
市
は
国

民
健
康
保
険
加
入
者
に
限
る
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
健
診

事
業
に
変
更
さ
れ
る
が
、
�
対
象

人
数
と
受
診
率
は
。
�
除
外
さ
れ

る
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
、
が
ん
検
診

な
ど
を
継
続
す
る
べ
き
で
は
な
い

か
。
�
同
事
業
の
実
施
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
加
入
者
な
ど
に
負

担
を
増
や
す
べ
き
で
は
な
い
。
�

健
康
づ
く
り
推
進
員
な
ど
住
民
自

ら
健
康
づ
く
り
を
す
す
め
る
な
ど

市
が
責
任
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
か
。

　

保
険
年
金
課
長　

�
対
象
人
数

は
、１
万
７
千　

人
。　

％
。
�
現

８８３

６５

在
、
検
討
中
、
が
ん
検
診
は
継
続

し
た
い
。
�
税
改
定
が
な
い
と
は

い
え
な
い
。
�
今
後
検
討
し
た
い
。

「
上
水
桜
通
り
」に

「
上
水
桜
通
り
」に
フ
ッ
ト

フ
ッ
ト

ラ
イ
ト
の
設
置
を
！

ラ
イ
ト
の
設
置
を
！

燃
や
す
ご
み
の

燃
や
す
ご
み
の

更
な
る
減
量
を

更
な
る
減
量
を

福岡臨海リサイクルプラザの生ごみ処理機展示

市
民
の
健
康
を
守
る
施
策

市
民
の
健
康
を
守
る
施
策

の
充
実
に
つ
い
て
問
う

の
充
実
に
つ
い
て
問
う


